
杉並区の障害者地域自立生活支援の推進

杉並区の地域生活支援事業（広義）

一 自立支援法によるサービス

b

自立支援給付 区の施策サービス

必ず行う事業（77条1項） 024時間安心サポート事業
障害福祉サービス ○相談支援事業 ○心身障害者ショートスティ

○介護給付費 ○ロミュニケーション支援事業 ○重度心身障害者等ホーム
○訓練等給付費 ○日常生活用具給付等事業 ヘルパー特別派遣

○移動支援事業 ○重度脳性まひ者介護事業
○補装具費 ○地域活動支援センター事業 ○障害者等ホームヘルパー
○自立支援医療費 派遣

○療養介護医療費 その他必要な事業（77条3項） ○地域デイサービス事業
Oサービス利用計画 ○日帰りショートスティ事業 ○理美容サービス

作成費 ○訪問入浴サービス事業 ○寝具洗濯・乾燥サービス

○生活サポート事業 ○おむっ支給
○盲人ホーム事業 ○緊急通報・火災安全システム

○生活支援事業 の設置
○更生訓練・施設入所者支度 ○知的障害者位置探索システ

金給付事業 ム

○社会参加促進事業 ○福祉電話の貸与
○電話料の助成
○福祉タクシーの助成
○リフト付タクシーの運行

○身体障害者用三輪自転車
一

購入助成
○自動車燃料費の助成
○その他

　　　　就労支援

○特例子会社の誘致
○区役所実習
○企業職場体験実習
○その他

　　　　所得保障

○心身障害者福祉手当
○介護手当
○難病患者福祉手当
○障害手当
○その他

　　その他のサービス

○交通機関の割引
○公共・民間施設の割引
○車いすの貸出
○その他


